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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インクを吐出可能な複数のノズルが配列され、インク室の両側に第１の方向に延在する
ように形成されて前記インク室から供給されるインクを吐出するための第１列および第２
列を含むノズル列を有する記録ヘッドと、
　前記記録ヘッドを前記第１の方向と交差する第２の方向に沿って往方向および復方向に
移動させる移動手段と、
　記録媒体を前記第２の方向と交差する搬送方向に搬送する搬送手段と、
　前記移動手段によって前記記録ヘッドを前記往方向に移動させつつ前記ノズル列からイ
ンクを吐出させる往走査と、前記移動手段によって前記記録ヘッドを前記復方向に移動さ
せつつ前記ノズル列からインクを吐出させる復走査と、によって前記記録媒体に画像を記
録する画像記録手段と、
　を備え、
　前記往走査時において、前記第１列から吐出されるインクの主滴とサテライトとの間の
距離は前記第２列から吐出されるインクの主滴とサテライトとの間の距離よりも大きく、
前記復走査時において、前記第２列から吐出されるインクの主滴とサテライトとの間の距
離は前記第１列から吐出されるインクの主滴とサテライトとの間の距離よりも大きいイン
クジェット記録装置であって、
　前記記録ヘッドを制御して、前記第２の方向における前記記録ヘッドの前記ノズル列の
一部による記録位置と他部による記録位置との間の記録位置の調整に利用されるテストパ
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ターンを前記記録媒体に記録させるパターン記録制御手段と、
　前記テストパターンの記録結果に係る入力に基づいて前記記録位置を調整する調整手段
と、
　をさらに有し、
　前記パターン記録制御手段は、前記往走査では前記第１列を用いずに前記第２列の一部
を用いて前記テストパターンを記録させ、前記復走査では前記第２列を用いずに前記第１
列の一部を用いて前記テストパターンを記録させることを特徴とするインクジェット記録
装置。
【請求項２】
　前記第１列および第２列における前記ノズルは、前記第１の方向において互いにずれて
配置されていることを特徴とする請求項１に記載のインクジェット記録装置。
【請求項３】
　前記調整手段は、反射センサを用いて前記テストパターンにおけるパッチの反射強度を
測定し、測定した結果に基づいて、前記記録位置を調整することを特徴とする請求項１ま
たは２に記載のインクジェット記録装置。
【請求項４】
　前記調整手段は、反射センサを用いて前記テストパターンにおける前記第１列のノズル
の記録位置と前記第２列のノズルの記録位置のずらし量を異ならせて記録した複数のパッ
チの反射強度を測定し、測定した反射強度が最大値または最小値となるパッチを記録する
ときの、前記第１列のノズルの記録位置と第２列のノズルの記録位置との間のずらし量に
基づいて、前記記録位置を調整することを特徴とする請求項３に記載のインクジェット記
録装置。
【請求項５】
　前記調整手段は、ユーザから入力されたパッチを特定する情報に基づき、特定された当
該パッチを記録したときの、前記第１列のノズルの記録位置と第２列のノズルの記録位置
との間のノズルの記録位置のずらし量に基づいて、前記記録位置を調整することを特徴と
する請求項１乃至４のいずれか１項に記載のインクジェット記録装置。
【請求項６】
　前記パターン記録制御手段は、前記往走査時に前記第２列における前記搬送方向の上流
側の前記ノズルから吐出されるインクと、前記復走査時に前記第１列における前記搬送方
向の下流側の前記ノズルから吐出されるインクと、によって前記テストパターンを記録す
ることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載のインクジェット記録装置。
【請求項７】
　インクを吐出可能な複数のノズルが配列され、インク室の両側に第１の方向に延在する
ように形成されて前記インク室から供給されるインクを吐出するための第１列および第２
列を含むノズル列を有する記録ヘッドを用意する工程と、
　前記記録ヘッドを前記第１の方向と交差する第２の方向に沿って往方向および復方向に
移動させる移動工程と、
　記録媒体を前記第２の方向と交差する搬送方向に搬送する搬送工程と、
　前記移動工程によって前記記録ヘッドを前記往方向に移動させつつ前記ノズル列からイ
ンクを吐出させる往走査と、前記移動工程によって前記記録ヘッドを前記復方向に移動さ
せつつ前記ノズル列からインクを吐出させる復走査と、によって前記記録媒体に画像を記
録する画像記録工程であって、前記往走査時において、前記第１列から吐出されるインク
の主滴とサテライトとの間の距離は前記第２列から吐出されるインクの主滴とサテライト
との間の距離よりも大きく、前記復走査時において、前記第２列から吐出されるインクの
主滴とサテライトとの間の距離は前記第１列から吐出されるインクの主滴とサテライトと
の間の距離よりも大きい、画像記録工程と、
　前記記録ヘッドを制御して、前記第２の方向における前記記録ヘッドの前記ノズル列の
一部による記録位置と他部による記録位置との間の記録位置の調整に利用されるテストパ
ターンを前記記録媒体に記録させるパターン記録制御工程であって、前記往走査では前記
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第１列を用いずに前記第２列の一部を用いて前記テストパターンを記録させ、前記復走査
では前記第２列を用いずに前記第１列の一部を用いて前記テストパターンを記録させるパ
ターン記録制御工程と、
　前記テストパターンの記録結果に係る入力に基づいて前記記録位置を調整する調整工程
と、
　を含むことを特徴とする記録位置調整方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクジェット記録装置および記録位置調整方法に関し、詳しくは、記録ヘ
ッドの往復走査で記録を行う場合における記録位置調整に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種の記録位置調整の一例として、特許文献１には、記録ヘッドの往走査のパターン
記録と復走査のパターン記録との相対的な記録タイミングのずれ量が異なる複数のドット
パターンを記録することが記載されている。そして、この複数のドットパターンのうち、
例えば、最も濃度の高いドットパターンに基づいて、往復走査間の相対的な記録タイミン
グを制御して往復走査での記録位置を調整する。
【０００３】
　また、他の形態として、特許文献２には、同様に、記録ヘッドの往、復走査それぞれで
パターンを記録し、この記録したパターンに基づいて記録位置の調整を行うことが記載さ
れている。特許文献２では、ノズル列が傾いていることに起因して、走査ごとの隣接記録
領域の境界で生じる、一方の領域の最下位ドットと他方の領域の最上位ドットの間の記録
位置ずれを、上記往復走査で記録したパターンに基づいて補正するものである。そして、
上記記録位置ずれを、ノズル列の一部分のノズルの記録タイミングを走査方向にずらすこ
とによって補正する。
【０００４】
　さらに、特許文献３にも、同様に、記録ヘッドの往、復走査それぞれでパターンを記録
し、この記録したパターンに基づいて記録位置の調整を行うことが記載されている。特許
文献３では、上記記録したパターンに基づいて、往方向記録、復方向記録のそれぞれにつ
いて傾き量補正を行い、マルチパス記録における往走査記録と復走査記録の主走査方向の
着弾位置ずれとヘッドの傾きによるバンドムラの発生を抑制することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－３７９３６号公報
【特許文献２】特開平１１－２４０１４３号公報
【特許文献３】特開２００８－２３９８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した往、復それぞれで記録したパターンに基づいて記録位置調整を
行う場合、インク吐出に伴って生じることがあるサテライトが上記記録位置調整用のパタ
ーンに及ぼす影響が、記録ヘッドの往、復の走査の方向によって異なることがある。すな
わち、サテライトが走査方向と直交する方向から傾いた方向に飛翔する場合がある。そし
て、この場合には、サテライトの飛翔速度の走査方向成分に対して、上記往または復の走
査の一方の速度成分が加わって、記録媒体上のサテライトの着弾位置が主滴の着弾位置か
ら比較的大きく離れることがある。これに対し、上記走査と逆方向の走査では、記録媒体
上のサテライトの着弾位置が主滴の着弾位置からそれ程離れないものとなる。そして、上
記着弾位置が比較的大きく離れたサテライトによって形成されるドットは、記録位置調整
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用パターンの、例えば測定される濃度を不精確なものとし、そのときの記録位置に見合っ
たパターン濃度を適切に測定できないことになる。
【０００７】
　本発明は、記録位置調整のためのパターンを記録する場合に、記録ヘッドからサテライ
トが発生しても、パターンに対するサテライトの影響を低減することが可能なインクジェ
ット記録装置および記録位置調整方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のインクジェット記録装置は、インクを吐出可能な複数のノズルが配列され、イ
ンク室の両側に第１の方向に延在するように形成されて前記インク室から供給されるイン
クを吐出するための第１列および第２列を含むノズル列を有する記録ヘッドと、前記記録
ヘッドを前記第１の方向と交差する第２の方向に沿って往方向および復方向に移動させる
移動手段と、記録媒体を前記第２の方向と交差する搬送方向に搬送する搬送手段と、前記
移動手段によって前記記録ヘッドを前記往方向に移動させつつ前記ノズル列からインクを
吐出させる往走査と、前記移動手段によって前記記録ヘッドを前記復方向に移動させつつ
前記ノズル列からインクを吐出させる復走査と、によって前記記録媒体に画像を記録する
画像記録手段と、を備え、前記往走査時において、前記第１列から吐出されるインクの主
滴とサテライトとの間の距離は前記第２列から吐出されるインクの主滴とサテライトとの
間の距離よりも大きく、前記復走査時において、前記第２列から吐出されるインクの主滴
とサテライトとの間の距離は前記第１列から吐出されるインクの主滴とサテライトとの間
の距離よりも大きいインクジェット記録装置であって、前記記録ヘッドを制御して、前記
第２の方向における前記記録ヘッドの前記ノズル列の一部による記録位置と他部による記
録位置との間の記録位置の調整に利用されるテストパターンを前記記録媒体に記録させる
パターン記録制御手段と、前記テストパターンの記録結果に係る入力に基づいて前記記録
位置を調整する調整手段と、をさらに有し、前記パターン記録制御手段は、前記往走査で
は前記第１列を用いずに前記第２列の一部を用いて前記テストパターンを記録させ、前記
復走査では前記第２列を用いずに前記第１列の一部を用いて前記テストパターンを記録さ
せることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　以上の構成によれば、記録位置調整のためのパターンを記録する場合に、記録ヘッドか
らサテライトが発生しても、パターンに対するサテライトの影響を低減することが可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態に係るインクジェット記録装置の概略構成を示す斜視図であ
る。
【図２】（ａ）および（ｂ）は、図１に示した記録ヘッドにおけるノズル列の配列を説明
する図である。
【図３】図１に示した反射センサの概略構成を示す図である。
【図４】図１に示したインクジェト記録装置の制御構成を示すブロック図である。
【図５】（ａ）および（ｂ）は、記録ヘッドのインク吐出に伴って発生するサテライトが
往復走査で記録されるテストパターンに及ぼす影響について説明する図であり、（ｃ）は
、他の実施形態に係る記録ヘッドのノズル配列を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る記録位置調整の処理を示すフローチャートである。
【図７】図６の処理で記録される記録位置調整用のテストパターンの一例を示す図である
。
【図８】（ａ）および（ｂ）は、図７に示す各パッチのノズル列最下部に対するノズル列
最上部のずらし量と、パッチの記録状態を示す図である。
【図９】図７などで示した複数のパッチごとの検出し反射強度の相対値の一例を示す図で
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ある。
【図１０】（ａ）および（ｂ）は、パターン記録に使用したノズル列にサテライトが発生
しなかった場合と発生した場合のパッチの記録状態をそれぞれ示す図である。
【図１１】本発明の第２の実施形態に係る記録位置調整の処理を示すフローチャートであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。　
　（第１実施形態）
　図１は、本発明の一実施形態に係るインクジェット記録装置の概略構成を示す斜視図で
ある。図１において、記録媒体１０４は、ＬＦローラ１０５の回転に伴って図のｙ方向に
搬送され、搬送経路の途中で記録ヘッド１０２によって画像が記録される。この記録位置
には、記録媒体１０４を下方から支えるためのプラテン１０６が設けられている。記録ヘ
ッド１０２はキャリッジ１０１に搭載され、キャリッジ１０１はキャリッジ軸１０７によ
ってｘ方向に移動可能に案内支持されている。この際、ｘ方向における記録ヘッド１０２
の位置は、タイミングベルト１０８によって管理されている。この構成のもと、記録ヘッ
ド１０２によるｘ方向の記録走査と、記録媒体１０４のｙ方向への搬送動作とを交互に繰
り返すことにより、記録媒体１０４に段階的に画像が記録されて行く。また、キャリッジ
１０１の、走査方向における側部には、後述されるテストパターンの反射強度を検出する
ための反射センサ１０３が設けられている。
【００１２】
　図２（ａ）および（ｂ）は、図１に示した記録ヘッド１０２におけるノズル列の配列を
説明する図である。本実施形態の記録ヘッド１０２は、図２（ａ）に示すように、４種類
（色）のインクに対応した４つのヘッドチップがｘ方向に並んで設けられている。これら
４つのチップは異なるインクを吐出するものであり、チップ１はブラックインク、チップ
２はシアンインク、チップ３はマゼンタインク、チップ４はイエローインクを夫々吐出す
る。
【００１３】
　図２（ｂ）は、図２（ａ）に示したそれぞれのチップにおけるノズルの配列を示してい
る。それぞれのチップは、Ａ列とＢ列のノズル列がｘ方向に並列したものである。Ａ列お
よびＢ列のそれぞれは、さらに、Ｅｖｅｎ（偶数）列とＯｄｄ（奇数）列の２列で構成さ
れている。Ｅｖｅｎ列、Ｏｄｄ列のいずれも、所定数のノズルが、１２００ｄｐｉ（ドッ
ト／インチ）相当のピッチでｙ方向に１列に配列したものであり、Ｅｖｅｎ列とＯｄｄ列
は、ｙ方向に半ピッチ分だけ互いにずれて配置されている。また、Ａ列とＢ列は、ｙ方向
に１／４ピッチ分相互にずれて配置されている。以上のように、チップ全体では、ｙ方向
において隣接するノズルは、４８００ｄｐｉ（＝１２００ｄｐｉ×４）相当の間隔を有す
ることになる。これにより、記録ヘッドを用いてｘ方向に走査しながら記録を行うことに
より、記録媒体にはｙ方向に４８００ｄｐｉ（＝１２００ｄｐｉ×４）の密度でドットを
記録することができる。なお、Ａ列とＢ列は、必ずしもｙ方向にずれていなくてもよく、
ｙ方向のアドレスが同じ２列であってもよい。
【００１４】
　図３は、図１に示した反射センサ１０３の概略構成を示す図である。図３において、反
射センサ１０３は、プラテン１０６上の記録媒体１０４に対し光を投射するＬＥＤ４０１
と、記録媒体１０４からの反射光を受光するフォトダイオード４０２を備えている。本実
施形態において、記録媒体における照射光の照射エリアと受光側の検出エリアは、約１０
ｍｍ×１０ｍｍの検出スポットとなるように調整されている。記録媒体に記録されたテス
トパターンにおけるパッチを検出する際、キャリッジ１０１はそのパッチ内に上記検出ス
ポットが配置するように位置決めされる。そして、ＬＥＤ４０１が発光し、パッチ内で反
射した光をフォトダイオード４０２が受光し、これを電気信号として出力する。フォトダ
イオード４０２からの信号は、ゲインが可変の増幅部やＡＤコンバータを介して記録装置
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の制御部に送信される。なお、信号の電圧レベルは記録媒体の紙面の反射強度を基準とし
て適切に調整することができる。
【００１５】
　図４は、図１に示したインクジェト記録装置の制御構成を示すブロック図である。図４
において、制御部５０は、中央演算処理装置であるＣＰＵ５１、制御プログラムや変数初
期値を記憶するＲＯＭ５２、ワークエリアとして使用されるＲＡＭ５３を備え、装置内の
各種機構を駆動して記録装置全体を制御する。例えば、制御部５０は、インターフェイス
Ｉ／Ｆ５４を介して外部に接続されたホスト装置から画像データを受信し、ＲＯＭ５２に
記憶されている制御プログラムに従って画像データをＲＡＭ５３に展開する。その後、Ｒ
ＡＭ５３に展開された記録データに従って、記録動作を実行する。具体的には、記録デー
タに従って、ヘッドドライバ５５を介して記録ヘッド１０２を駆動し、記録ヘッド１０２
の個々のノズルからインクを吐出させる。また、モータドライバ５８を介してキャリッジ
モータ５９を駆動し、キャリッジ１０１の移動制御を行う。さらにモータドライバ５６を
介して搬送モータ５７を駆動し、ＬＦローラ１０５を指示に従った分だけ回転させる。こ
れにより、記録開始前の記録媒体１０４を所定の記録開始位置にセットし、記録走査が終
了するたびに記録媒体１０４を所定量ずつ搬送することができる。また、制御部５０は、
図６などにて後述される、本発明の一実施形態に係る記録位置調整処理を実行する。その
際、制御部５０は、上述のような記録動作によって、記録位置調整用のパターンを記録す
るよう制御し、また、パターンの反射センサ１０３による検出を実行するよう制御する。
【００１６】
　以上に説明したインクジェット記録装置における、記録ヘッドの往方向および復方向の
走査による記録位置調整について以下に説明する。本発明の実施形態に係る記録位置調整
を説明する前に、インク吐出に伴って発生するサテライトが往復走査で記録されるテスト
パターンに及ぼす影響について説明する。
【００１７】
　図５（ａ）および（ｂ）は、記録ヘッドのインク吐出に伴って発生するサテライトが往
復走査で記録されるテストパターンに及ぼす影響について説明する図である。
【００１８】
　図５（ａ）は、図２にて上述した記録ヘッドのノズルのＡ列およびＢ列のそれぞれを構
成する、Ｏｄｄ列とＥｖｅｎ列の構造およびインクの吐出方向を示している。同図に示す
ように、Ｏｄｄ列およびＥｖｅｎ列それぞれのノズル５０１（吐出口）に対応した液路に
は吐出に利用される熱エネルギーを発生するためのヒータ５０２が設けられている。そし
て、ヒータ５０２上のそれぞれの液路には、Ｏｄｄ列およびＥｖｅｎ列のノズルに共通の
インク供給口５０３を通ってインクが供給される。そして、Ｏｄｄ列およびＥｖｅｎ列そ
れぞれのノズル５０１について、ヒータが設けられる液路における、ヒータに関してイン
クが供給される方向とは反対側の方向に壁が存在する。
【００１９】
　このノズル構造では、Ｏｄｄ列およびＥｖｅｎ列それぞれのノズル５０１において、記
録媒体においてドット形成に寄与する主滴の他にサテライト（復滴）が発生することがあ
る。そして、主滴およびサテライトが、ヒータ５０２に対して垂直な方向に対して、上記
壁側に傾いて吐出されることがある。特に、サテライトは傾きが大きくなる傾向にある。
この場合、Ｏｄｄ列とＥｖｅｎ列とでは、サテライトが傾いて飛翔する方向が互いに反対
方向となる。このような、吐出方向ないし飛翔方向の傾きは、例えば、吐出の際にインク
中に生じた気泡の消泡に伴ってヒータに加わる衝撃（キャビテーション）を緩和するため
のヒータとノズルとの位置関係に起因して生じる。
【００２０】
　図５（ｂ）は、以上のサテライトの傾きが生じている場合において、記録ヘッドの走査
に伴うインク吐出によって主滴およびサテライトの記録媒体上の着弾位置を示している。
同図に示すように、記録ヘッド１０２が往または復のいずれか一方の走査方向に移動する
と、主滴およびサテライトは、図５（ａ）に示すそれらの吐出（飛翔）方向の速度成分と
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、記録ヘッドの走査方向の速度成分と、によって定まる位置に着弾する。具体的には、図
５（ｂ）に示す走査方向では、Ｅｖｅｎ列のノズルからの主滴とサテライトとの距離の方
が、Ｏｄｄ列のノズルからの主滴とサテライトとの距離より、大きく離れて着弾する。記
録ヘッド１０２が、図５（ｂ）に示す方向と逆方向に走査する場合は、逆に、Ｏｄｄ列の
ノズルからの主滴とサテライトとの距離の方が、Ｅｖｅｎ列の主滴とサテライトのノズル
からの主滴とサテライトとの距離より大きくなる。
【００２１】
　このように、１つの記録ヘッドにおいてサテライトの飛翔方向が、相互に反対の走査方
向成分を持つ複数のノズル列が存在し、一方の走査で主滴とサテライトとの着弾位置の距
離が比較的大きくなる場合は、記録位置調整用パターンが不正確なものとなる。すなわち
、上記着弾位置が比較的大きく離れたサテライトによって形成されるドットは、記録位置
調整用パターンの、例えば測定される濃度を不正確なものとし、結果として、そのときの
記録位置に見合ったパターン濃度を適切に測定できないことになる。
【００２２】
　そこで、本発明の一実施形態は、記録位置調整用パターンを記録する往、復それぞれの
走査において、サテライトの影響の少ない方のノズル列でテストパターンを記録するよう
にする。すなわち、往、復それぞれの走査において、サテライトの飛翔速度の走査方向成
分と、その走査の速度成分と、の和が小さい方のノズル列でテストパターンを記録するよ
うにする。
【００２３】
　図６は、本発明の第１の実施形態に係る記録位置調整の処理を示すフローチャートであ
り、往、復走査によって記録する場合の記録ヘッドの傾きに起因した記録位置ずれを調整
する処理を示している。
【００２４】
　記録位置調整処理が開始されると（ステップＳ５０１）、制御部５０は、ステップＳ５
０２で、記録ヘッドの傾きに起因した記録位置ずれを補正するためのテストパターンを記
録媒体に記録するよう制御する。すなわち、制御部５０は、以下に説明するように、図５
（ａ）および（ｂ）にて説明した飛翔方向、速度に応じたノズル列を用いてテストパター
ンの記録を行う。
【００２５】
　図７は、上記記録位置調整用のテストパターンの一例を示す図である。本実施形態のテ
ストパターンは、複数のパッチ（パッチ１～パッチ１３；図では、一部のパッチのみが示
されている）で構成されている。それぞれのパッチにおいて、ノズル列最下部の所定数の
ノズルで記録したドットを白丸、ノズル列最上部の所定数のノズルで記録したドットを黒
丸で示している。そして、例えば、往方向の走査で、白丸のドット、つまりノズル列最下
部のノズルでそれぞれのパッチを記録し、復方向の走査で、黒丸のドット、つまりノズル
列最上部のノズルでそれぞれのパッチを記録する。
【００２６】
　本実施形態では、図５（ａ）および（ｂ）で説明した、Ｅｖｅｎ列のノズルによって復
方向の走査で記録する場合、およびＯｄｄ列のノズルによって往方向の走査で記録する場
合は、サテライトと主滴との着弾位置の距離がより近い、記録ヘッドの例について説明す
る。すなわち、この記録ヘッドを用いる場合、図７に示すテストパターンについて、往走
査のテストパターン記録ではＯｄｄ列のノズル列最下部のノズルで記録し、復走査のテス
トパターン記録では、Ｅｖｅｎ列のノズル列最上部のノズルで記録する。これにより、サ
テライトが発生する場合に、それによって形成されるドットがテンスとパターンに及ぼす
影響を低減することができ、その結果、そのときの記録位置ずれに見合った適切なテスト
パターンを記録することができる。
【００２７】
　図７に示す各パッチは、ｘ方向に４つのドットと４ドット分の空白域とが周期的に繰り
返されるパターンをノズル列最下部の所定数のノズルで記録し、このパターンの上に同じ
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パターンをノズル列最上部の所定数のノズルで記録することによって得られる。この際、
ｘ方向における、ノズル列最上部の記録位置に対するノズル列最下部の記録位置を、それ
ぞれのパッチで段階的に異ならせる。それぞれのパッチの大きさは、検出スポットを考慮
して設計されており、ｙ方向はスポットと同程度、ｘ方向幅は複数回検出して平均できる
ように一定の幅を持たせている。
【００２８】
　図８（ａ）および（ｂ）は、図７に示す各パッチのノズル列最下部に対するノズル列最
上部のずらし量と、パッチの記録状態を示す図である。図８（ａ）において、ずらし量と
は、ノズル最下部の記録位置に対するノズル最上部の記録位置のｘ方向のデータ上のずら
し量であり、ここでは４８００ｄｐｉの画素数で示している。このような、段階的に異な
らせたずらし量でそれぞれのパッチを記録することにより、図７に示すようなテストパタ
ーンが得られる。そして、図７に示すような、記録媒体に対するドットの被覆面積の差は
、図８（ｂ）に示すような濃度差となって現れる。図８（ｂ）に示す例では、ノズル列最
上部の記録位置がノズル列最下部の記録位置に最も近いパッチは、パッチ７であることが
分かる。このように、本実施形態では、ずらし量の差を被覆面積に反映させることによっ
て適切な調整値を取得する。
【００２９】
　図６を再び参照すると、ステップＳ５０２で、図７および図８（ａ）および（ｂ）で示
したような複数のパッチからなるテストパターンを記録すると、ステップＳ５０３で、制
御部５０は、反射センサ１０３を用いてそれぞれのパッチの反射強度を検出する。
【００３０】
　図９は、図７などで示した複数のパッチごとの検出し反射強度の相対値の一例を示す図
である。図９において、実線はパターン記録に使用したノズル列にサテライトが発生しな
い場合、破線は、パターン記録に使用したノズル列にサテライトが発生した場合をそれぞ
れ示している。サテライトが発生する場合は、上述したように、サテライトによって形成
されるドットの影響によって測定されるパターンの反射強度が低下する。
【００３１】
　図１０（ａ）および（ｂ）は、パターン記録に使用したノズル列にサテライトが発生し
なかった場合と発生した場合のパッチの記録状態をそれぞれ示す図であり、図に示す例は
、それぞれノズル列最下部のノズルとノズル列最上部のノズルの記録位置が適切に合って
いる状態を示している。
【００３２】
　図１０（ａ）に示すように、サテライトが発生しない場合、ノズル列最下部のノズルで
記録したパターンと、ノズル列最上部のノズルで記録したパターンと、はほぼ完全に重な
り合い、４ドットの非記録領域には記録媒体の白地が露出している。これに対し、サテラ
イトが発生する場合、図１０（ｂ）に示すように、ノズル列最下部のノズルで記録したパ
ターンと、ノズル列最上部のノズルで記録したパターンとは、主滴同士はほぼ重なってい
るが、４ドットの非記録領域にサテライトが着弾してそのドットが形成され白地の領域を
被覆している。この結果、サテライトが発生しない場合のパッチ（図１０（ａ））に比べ
て白地の領域が減少し、反射センサで検出される反射強度が相対的に低くなる。このよう
なサテライトによるドットは、他のパッチでも現れ、白地の領域を減少させ、反射強度を
下げる。その結果、主滴同士が完全に重なり合った状態の反射強度と、主滴同士にずれが
生じている状態の反射強度との差が、サテライトが発生していない場合に比べて、小さく
なり、複数のパッチ全体でパッチごとの反射強度の変化は小さくなる。すなわち、図９に
示す実線のような大きな振幅（ａ）のプロファイルとなるところ、破線のような小さな振
幅（ｂ）のプロファイルになる。その結果、最も記録位置が合っているパッチを検出し難
く、そのため、適切な記録位置調整を行うことができない場合がある。
【００３３】
　再び図６を参照すると、ステップＳ５０４で、反射強度のピークとなるパッチのナンバ
ーとそのパッチナンバーに予め対応づけられたノズル傾き量の調整値を算出しこれを設定
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する。具体的には、図９で示した各パッチに対応する反射強度の中から最大値を選出し、
これを中心とする５つのパッチのずらし量と反射強度のデータから、近似曲線を求める。
そして、このように求めた近似曲線の最大値に対応するずらし量とノズル傾き量の関係を
予め求めておくことでノズル傾き量の調整値を決定する。なお、記録するテストパターン
によっては、例えばテストパターンの反射強度の最小値を特定する形態であってもよく、
また、濃度の最大値または最小値を求めてもよい。この調整値に基づき、制御部５０は実
画像の記録において記録ヘッドのノズルからのインクの吐出タイミングの調整を行って記
録位置の調整を行う。具体的にはｘ方向に関して、必要なノズルに関しての記録データの
シフトを行うなどして吐出タイミングの調整を行う。
【００３４】
　以上説明した実施形態によれば、ノズル傾き量を補正するためのテストパターンを、往
方向走査と復方向走査それぞれで、サテライトの影響が少ないノズル列で記録する。これ
により、主滴とサテライトが図５で説明したような挙動を示す記録ヘッドが搭載された場
合にも、ノズル列の傾き量の補正を適切に行うことが可能となる。
【００３５】
　（第２実施形態）
　本発明の第２の実施形態についても、上述した第１の実施形態と同様、図１～図４で示
したインクジェット記録装置を用いる。但し、本実施形態では、反射センサ１０３を用い
ず、テストパターンをユーザが目視で確認することによって、記録位置の調整値を求める
。
【００３６】
　図１１は、本発明の第２の実施形態に係る記録位置調整の処理を示すフローチャートで
ある。調整シーケンスが開始されると（ステップＳ１５０１）、制御部５０は、ノズル傾
き量調整用のテストパターンを記録媒体に記録する（ステップＳ１５０２）。テストパタ
ーンの構成については第１実施形態と同様である。
【００３７】
　次に、ステップＳ１５０３において、制御部５０は、ユーザからの確認情報を受信する
。ユーザは、図７および図８（ａ）および（ｂ）と同様のテストパターンを目視で確認し
、その中から最も明るいパッチを選択し、本記録装置の入力部を介してその上方を入力す
る。そして、制御部５０は、記録したテストパターンに基づいて調整値を算出する（ステ
ップＳ１５０４）。
【００３８】
　以上説明した本実施形態によれば、反射センサを備えなくても、第１実施形態と同様の
効果を得ることができる。
【００３９】
　（他の実施形態）
　上述した実施形態は、サテライトの影響が少ないノズル列が、図５（ａ）に示した構造
におけるＯｄｄ列とＥｖｅｎ列が記録ヘッドの走査方向に応じて切り替わる形態に関する
ものであるが、本発明の適用はこの形態に限られない。例えば、図５（ｃ）に示したよう
に、Ｏｄｄノズル（１、３、５、７番目）とＥｖｅｎノズル（２、４、６、８番目）が交
互に配列して１列のノズル列を形成する形態の記録ヘッドであってもよい。この形態で、
例えばＯｄｄノズルとＥvenノズルとのそれぞれにおいて吐出された主滴とそのサテライ
トとの関係が上述した実施形態と同様の関係となる場合は、テストパターンの記録に際し
て、走査方向に応じて、奇数番目のノズルと偶数番目のノズルのうちサテライトの影響が
少ないノズルを切替えて用いる。また、図５（ｃ）の１から４番目のノズルの組と５から
８番目のノズルの組との互いの吐出された主滴とそのサテライトとの関係が上述した実施
形態と同様となる場合にも、上述した実施形態のようにテストパターン記録に際してのノ
ズル切替えを行うとよい。また、往、復走査でテストパターンを記録する形態に限られな
い。例えば、あるノズル列の特性が、１つの走査方向において主滴とサテライトの距離が
比較的大きくなる特性である場合、その特性の情報を取得し、そのノズル列を用いて、上
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記１つの走査方向と逆の方向の走査をすることによりテストパターンを記録するようにし
てもよい。
【００４０】
　また、記録ヘッドのメモリにサテライトの飛翔方向、速度に関する情報を予め格納して
おき、制御部５０は記録装置に装着された記録ヘッドからその情報を読み出して、その情
報が示す各ノズルが吐出する主滴とサテライトとの関係に応じてテストパターン記録に際
してのノズル切替えを行うようにしてもよい。
【符号の説明】
【００４１】
　５０　　制御部
　５１　　ＣＰＵ
　１０２　　記録ヘッド
　１０３　　反射センサ

【図１】 【図２】



(11) JP 6436684 B2 2018.12.12

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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